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文部科学省科研費研究機関の指定について 

～ 臨床研究、社会健康医学研究の更なる推進 ～ 
 
○要旨 

・  当院は、平成 31年３月 29日付で、文部科学省より科研費研究機関として指定された。 

・  今回の指定は、当院におけるこれまでの研究実績が評価されたものであり、県内の医療 

機関では５施設目、一般的な総合病院では県内初の指定となった。 

・  今年度より、文部科学省に対する科研費の応募や他施設からの研究費移管等が可能とな 

った。 
 

№ 県内における指定医療機関 

１ 浜松医科大学 

２ 独立行政法人国立病院機構（静岡・てんかん神経医療センター臨床研究部） 

３ 静岡県立静岡がんセンター（研究所） 

４ 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立こども病院（臨床研究室） 

５ 地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院（救急診療部、循環器病

診療部、がん診療部、臨床診療部、手術部、集中治療センター、放射線部、病

理学部、検査部、診療支援部、教育研修部、薬剤部、看護部、リサーチサポー

トセンター） 
   

 ○特色 

   通常、医療機関における研究機関の指定は、院内の研究部門や病院に付属する研究施設 

等が対象となるが、当院は「救急診療部、循環器病診療部、がん診療部、臨床診療部、手 

術部、集中治療センター、放射線部、病理学部、検査部、診療支援部、教育研修部、薬剤 

部、看護部、リサーチサポートセンター」の計 14部門が指定対象となったことは全国的に 

も珍しく、大きな特色である。 
   

 ○今後の取組 

   今回の指定により、当院は医師や研究員にとって魅力ある病院となる。引き続き、病 

院全体として研究の推進、研究支援体制の強化に取り組むことにより、県内における医 

療の質の向上に寄与し、リサーチマインドのある医師の確保にも役立てていく。 
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